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利用者へのお願い  

施設の利用に際し、以下の注意事項にご協力をお願いいたします。  

(１)シャワーは使用できません。  

宿泊用テントを一部設営しています。  

備品の貸し出しはありますが、毛布・個人用食器（皿・スプーンなど）の

貸し出しはありません。  

(２)下見を希望される方は、事前に管理人へ行く日時を連絡してください。  

(３)諸事情で到着が遅れる場合は必ず、管理人携帯へ連絡してください。  

(４)諸事情や天候不良でキャンセルをされる場合は必ずスポーツ課へ連絡し

てください。  

(５)野外センタ―受付時に必ず利用許可書と利用者名簿、備品使用がある場

合は備品使用願いを提出してください。  

   

＊連絡先は4ページの一覧表をご参照ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



野外センター利用者の方へ 
 

１ 各時間帯について 

（１）入退村時の手続き、備品の貸し出し・返却、薪等の引換えは午前９時から午後

４時まででお願いします。  

（２）入村時間を変更する場合は、必ず管理人へ連絡してください。  

 

２ 天候について  

（１）山の天気は変化しやすいので十分注意し、必ず出発前に確認して下さい。  

    ◎ 天気予報電話サービス（作手）  ０５３６－１７７  

（２）朝夕は安城市内と比べて冷え込みますので、忘れず防寒できる準備をして

ください。(夏でも安城より５℃程度気温が低いとのこと) 

（３）近年は夜でも寝苦しいくらい暑い日があります。寒暖差と合わせて熱中症

にも注意してください。  

 

３ 防火について  

（１）風の強さに関わらず、打ち上げ花火はしないでください。タバコ等の火の

始末は確実にし、投げ捨てたりしないでください。(火事防止、環境保護の

ため) 

（２）利用責任者は、キャンプ場全体の防火に注意してください。  

（３）気象状況によっては火の使用を制限させていただくこともあります。  

（４）専用焚き火台の使用は、後始末の消火と使用済みの灰は灰捨て場に処理す

ることで許可します。 

（５）キャンプファイヤーは禁止です。  

 

４ その他施設、備品利用について  

（１）センター内の水道は全て水を引き上げて貯水槽に貯めた水を使っていま

す。次の利用者が水不足で困ることもありますので、水は大切に使ってく

ださい。  

（２）みんなの施設ですので汚さないように利用してください。  

キャンプで出たゴミ等は捨てずにすべて持ち帰ってください。  

（３）電気ランタン等照明器具は各自で用意してください。  

（４）センター内の動植物は観察にとどめ、捕獲は絶対にしないでください。  

（５）トイレ使用後は入口の戸を必ず閉めてください。虫が入ります。  

（６）雨が少ない年はマダニが発生することがあります。不用意に茂みに入らな

いようにして、虫よけスプレーなどを持参してください。  

（７）ペットの入場は禁止です。  

（８）薪は有料です。キャンプ場利用申請と同時に必要な分を申し込みし、  

現地で管理人から薪を受け取ってください。  

    

薪3５0円/1束 
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　北サイト：小学校使用エリア

　　＊常設テント２４張り

国道３０１号線

　　　　　（テント３張り）

　南サイト：一般開放使用エリア

　　　　　（小学校も使用）

　　＊常設テント１６張り
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施設の利用について 
 

１ 施設の利用について(利用時間、料金) 

 （１）キャンプ場              ＊幼児は無料です。  

区  分 
大人 

（高校生以上）  
小人 

（小・中学生）  

昼間  午前１０時～午後４時３０分  １００円  ５０円  

１泊  午前１０時～翌日午前９時３０分  ２００円  １００円  

 

（２）管理棟  

       緊急避難時以外は利用を不可とします。  

 

（３）利用の変更・取り消し、現地で警報発令の場合  

利用人数や利用日の変更は利用初日の１週間前までに受け付けします。                                      

①  人数増の場合  

差額分のお支払いをお願いします（「利用変更・取消許可申請

書」の提出）  

②  人数減・取り消し（キャンセル）の場合  

「安城市野外センターの設置及び管理に関する条例」及び「安城市野

外センターの管理に関する規則」により利用前下記の期日までに変

更・取消の申請書が提出された場合に、使用料の全部または一部を還

付します。  

 

③  現地警報発令などの事態の場合  

現地に大雨・暴風警報等の発令された場合や見込まれる場合は、料金

を全額還付しますので、「利用変更・取消申請書(市HPか窓口)」の様

式に内容を記入のうえ、市スポーツへ提出してください。  

なお、その場合に料金の還付でなく日程変更を希望される場合も同様

に様式の提出が必要になります。  

（４） 貸し出し備品の数に変更があった場合  

人数の増減により備品必要数に変更がある場合、１週間前までに必要数

の増減を申し出てください。  

-３- 

利用日前４０日までに取消申請があった場合  使用料の １００分の１００  

利用日前３０日までに取消申請があった場合 使用料の １００分の  ７０ 

利用日前２０日までに取消申請があった場合 使用料の １００分の  ３０ 

利用日前１９日以内に取消申請があった場合  使用料の還付はできません  



作手高原野外センター関係連絡先一覧表  

 

安城市作手高原野外センター 0536-37-2107  

愛知県新城市作手白鳥字本宮辻1-4   
 
同管理人(河合 芳明)携帯 090-2613-2831 

                     

同管理人補佐(島 浩男)携帯          090-4112-2632 

 

新城市作手総合支所  0536-25-7875 

 

新城市作手診療所 0536-37-2133 

 

岡崎市民病院（緊急受付）         0564-21-8111 

   

新城警察署                0536-22-0110 

 

愛知東農協Ａコープ作手 0536-37-2124 

 

愛知東農協作手給油所  0536-37-2034 

 

 

 

 

 

 ◎公共入浴施設の紹介  

   作手野外センターの近くに有料の公共入浴施設があります。営業日時につ

いては事前に施設に確認してください。  

  

    本宮の湯（公共温泉・豊川市）  ※車で３０分くらい 

     豊川市上長山町本宮下１番地1685 

     電話０５３３-９２-１８８０  

          ※水曜日定休・詳細はHP等確認してください  

 

    鬼久保ふれあい広場（公共施設・新城市）※車で１０分くらい  

※シャワーのみ  

   新城市作手白鳥字鬼久保５番地２３ 

     電話０５３６-３８-１４３1 

※営業時間・休館日は確認してください  

       【参考】・・シャワー利用可能時間  午前９時～午後５時１５分  

             １回１５０円（市外料金）・月曜日休館 

             男女各３ブース 予約不要 

※最新情報はお問い合わせください 
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